
●いただいた認定申告書の内容を確認します。

●確認の必要がある方は、発券番号で呼び出します。
（確認の必要がない方は、呼び出しありません。）

●企業説明会が始まるまで、しばらくお待ちください。

１階で行う失業認定手続き
の流れ（午前中のみ）

２回目以降に失業認定で来所される失業給付受給中の皆様へ

静岡所260622
ハローワーク静岡 054-238-8607

※ 以下の手続きは、午前午後に関わらず、２階給付課へお越しください。

・ 就職申告の手続き
・ 認定日変更の手続き
・ 指定された認定日に来所しなかった場合の手続き
・ 受給期間延長の手続き
・ その他、通常の失業認定の手続き以外の手続き

認定申告書の
内容確認・審査約20分

しず職縁結び
～企業の全力15分間プレゼン～

約15分

約20分
受給資格者証の返却※
次回認定申告書をお渡し

受付のあとは・・・中央待合いスペース（裏面参照）でお待ちください。

●原則として発券番号の順番で呼び出します。

●呼出順番が前後することもあるので、ご理解ください。

●ボイスコール表示器に、ご自身の発券番号が表示され
たら、失業給付専用窓口（裏面参照）へお越しください。

【お願い】
※受給資格者証の返却時は、限られた時間の中で、多くの皆様に返却対応
する必要があります。スムーズな返却にご協力いただくと同時に、失業給付に
関するご質問・ご確認等は、２階給付課へお願いします。

【返却開始】

●最初から最後まで、事業所からの説明を聞いていた
だくことで、求職活動実績１回となります。

●途中から説明を聞いても、実績にはなりません。

●求職活動実績は、原則として１日１回です。

●少しでも興味を持ったら、個別相談ブースへぜひ！
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●表示器は、天井から吊るしてあります。
●呼出の際は、こちらに発券番号が表示されます。
●事業所からの説明（約１５分間）中に、失業認定の手続きで来所
している皆様については呼び出しをしません。（一般の職業相談を希望
される方は呼び出しをします。）
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